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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙束（Ｐ）の端部を綴じる綴じ具にして、前面および裏面を有する綴じ具であって、
　綴じ具の裏面の第１の壁部（Ｗ１）および綴じ具の前面の第２の壁部（Ｗ２）であって
、実質的に互いに対向し、一緒になってスペースを形成すようにつながれ、スペースの第
１の端部（ＵＥ１）に紙束（Ｐ）の端部を受承するための第１の開口部（Ｏ１）を有し、
スペースの反対側の第２の端部（ＵＥ２）には、第２の開口部（Ｏ２）があり、第２の開
口部（Ｏ２）は、操作使用時に、紙束（Ｐ）がスペースに収まった時に、紙束（Ｐ）の端
部が第１の折り縁部（Ｅ１）に対して所定の距離（ＤＳＴ１）で突出することができるよ
うに形成される、第１の壁部（Ｗ１）および第２の壁部（Ｗ２）と、
　第２の開口部（Ｏ２）における第１の壁部（Ｗ１）の第２の端部（ＵＥ２）によって形
成される第１の折り縁部（Ｅ１）と、
　折り線（Ｄ１）を介して第２の開口部（Ｏ２）の近くの第２の壁部（Ｗ２）に折ること
が可能に取り付けられる補助片（Ｂ）であって、補助片（Ｂ）および折り線（Ｄ１）は、
操作使用時に、補助片（Ｂ）が紙束（Ｐ）の端部に作用するてこの原理によって紙束（Ｐ
）の端部を第１の折り縁部（Ｅ１）で第１の壁部（Ｗ１）の方向に折ることができるよう
に、第１の折り縁部（Ｅ１）に対して形成されて位置決めされ、補助片（Ｂ）は、操作使
用時に、紙束（Ｐ）が折られていない状態で、少なくとも一箇所が紙束（Ｐ）の端部より
先に突出することで、紙束（Ｐ）が折られた状態で第１の壁部（Ｗ１）と物理的に接触す
るような構造であり、補助片（Ｂ）は、第２の壁部（Ｗ２）の裏面に折ることが可能に取
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り付けられるので、紙束（Ｐ）を裏面の方向に折った後に、綴じ具の前面が紙の長方形の
形に沿った形になるような補助片（Ｂ）と、
を備える綴じ具。
【請求項２】
　補助片（Ｂ）が、中間壁部（Ｈ、Ｋ）を介して第２の壁部（Ｗ２）に取り付けられる、
請求項１に記載の綴じ具。
【請求項３】
　スペースの第１の開口部（Ｏ１）に近い第１の壁部（Ｗ１）が、第２の壁部（Ｗ２）よ
り先に伸びて、紙束（Ｐ）をスペース内に挿入しやすくする支持部を形成する、請求項１
または請求項２に記載の綴じ具。
【請求項４】
　補助片（Ｂ）が、折り線（Ｄ１）を介して第２の開口部（Ｏ２）に近い第２の壁部（Ｗ
２）に折ることが可能に取り付けられる、請求項１から３のいずれか一項に記載の綴じ具
。
【請求項５】
　補助片（Ｂ）が、前記所定の距離（ＤＳＴ１）より１から３倍先に突出する、請求項１
から４のいずれか一項に記載の綴じ具。
【請求項６】
　補助片（Ｂ）が、操作使用時に、紙束（Ｐ）が折られていない状態で、少なくとも一箇
所が突出するような構造であるので、紙束（Ｐ）が折られた状態では、第１の壁部（Ｗ１
）を越えた位置で紙束の最も外側の紙と物理的に接触することができる、請求項１から５
のいずれか一項に記載の綴じ具。
【請求項７】
　補助片（Ｂ）および第１の壁部（Ｗ１）の受承面の少なくとも一方が、操作使用時に、
紙束（Ｐ）が折られた状態で、補助片（Ｂ）が第１の壁部（Ｗ１）に付着するように接着
層を備える、請求項１から６のいずれか一項に記載の綴じ具。
【請求項８】
　第１の壁部（Ｗ１）が、操作使用時に、紙束（Ｐ）が折られた状態で、補助片（Ｂ）の
少なくとも一部が切込部（Ｅ１Ａ）に押し込まれて補助片（Ｂ）を固定するように位置決
めされて作られる切込部（Ｅ１Ａ）を備える、請求項１から５および７のいずれか一項に
記載の綴じ具。
【請求項９】
　第１の壁部（Ｗ１）および補助片（Ｂ）の少なくとも一方の片面が、接着層を備える、
請求項１から６および８のいずれか一項に記載の綴じ具。
【請求項１０】
　第１の壁部（Ｗ１）および第２の壁部（Ｗ２）が、紙束（Ｐ）の角部を受承するコーナ
ーデバイスを形成するように形成される、請求項１から９のいずれか一項に記載の綴じ具
。
【請求項１１】
　コーナーデバイスが、第１の壁部（Ｗ１）の平面への投影図で見ると、６０°から１２
０°の角度を成す閉鎖縁部（ＣＥ１、ＣＥ２）を有する綴じ具であって、第１の折り縁部
（Ｅ１）は、コーナーデバイスの閉鎖縁部（ＣＥ１、ＣＥ２）の少なくとも一方と３０°
から６０°の角度を成す、請求項１０に記載の綴じ具。
【請求項１２】
　第２の開口部（Ｏ２）のサイズが、前記所定の距離（ＤＳＴ１）を実現できるようなサ
イズであり、および／または第２の開口部（Ｏ２）の長さは、１０ｍｍから６０ｍｍであ
る、請求項１０または１１のいずれかに記載の綴じ具。
【請求項１３】
　第１の壁部（Ｗ１）、第２の壁部（Ｗ２）、および補助片（Ｂ）のそれぞれの材料が、
紙、プラスチック、木材、金属、生物由来物質、およびこれらの物質の混合物を含む群か
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ら選択される、請求項１から１２のいずれか一項に記載の綴じ具。
【請求項１４】
　第１の壁部（Ｗ１）、第２の壁部（Ｗ２）、および補助片（Ｂ）が、一体に形成される
、請求項１から１３のいずれか一項に記載の綴じ具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙束の端部を綴じる綴じ具に関する。本発明はさらに、該綴じ具を製造する
ための中間製品に関する。さらに、本発明は紙束の端部を綴じる方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最初に開発されたペーパークリップは、１８６７年にＳａｍｕｅｌ　Ｂ．Ｆａｙ氏が特
許を取得している。これに続いて、かなりの数の新しいペーパークリップの特許が取得さ
れているが、その中でもゼムクリップ（３つの湾曲部のある針金クリップ）が最も知られ
ている。本願の中で「従来のペーパークリップ」について説明する箇所では、これは、同
じ機能原理に基づく全ての変形形態を含む針金製のペーパークリップを指すものとする。
ほとんどのペーパークリップは、ペーパークリップによって紙束に挟持力を加えることで
得られる綴じ力が必要であり、この綴じ力によって紙束は綴じられる。この挟持力は、材
料（金属またはプラスチック）の剛性とペーパークリップの形状の組み合わせによって得
られる。従来のペーパークリップの利点は、低コストとクリップの直観的な操作性である
。従来のペーパークリップの不利点は、綴じ力がそれほど強くないこと（紙束が綴じられ
た紙束の間から抜けてしまう）とペーパークリップの針金の突出した端部で紙を損傷する
可能性があることである。従来のペーパークリップの別の不利点は、使用される材料であ
る。ペーパークリップは、金属またはプラスチック製である。これらの材料はサステイナ
ブルな材料でないので、ペーパークリップは環境の健全性に対して悪影響を及ぼす。これ
は、リサイクル処理が必要であるということであり、ペーパークリップに使用される材料
は紙と分別されなければならない。さらに、従来のペーパークリップは、１つの機能、す
なわち紙を綴じる機能のみを有する。従来のペーパークリップは、販促表現または説明表
現と綴じ機能とを同時に実現することはできない。最後に、従来のペーパークリップの不
利点は、ペーパークリップが多量の紙に使用される場合に、跳ね返る可能性があり、クリ
ップにより使用者（例えば、目）が怪我をしてしまう恐れがある。さらに、クリップを取
り付ける際に、挟持力に基づいたペーパークリップは、使用者の爪を傷つけてしまう恐れ
がある。
【０００３】
　これまで、従来のペーパークリップに対して、挟持力を増大させ、紙の損傷を防ぐため
に多くの改良がなされてきた（例えば、米国意匠特許第６２３．２２９Ｓ号、米国特許出
願公開第２００９／０１６５２６０号明細書、米国特許出願公開第２００９／０１５１１
２９号明細書）。しかしながら、改良された設計は、通常、同じ接続原理に基づくもので
あり、すなわち、ペーパークリップの形状および使用される材料によって紙束に挟持力を
加えることによるものである。これにより、綴じられた紙束の間から紙が抜けてしまうと
いう不利点が残ってしまう。多くの場合、従来のペーパークリップの別の改良形態は、従
来のペーパークリップに関連する他の機能要件および特性を犠牲にした改良形態、例えば
、コストがより高く、直観的操作性に劣り、重量がより重く、より多くの（非サステイナ
ブルな）材料を使用した改良形態のみが実現可能である。
【０００４】
　第２の種類のペーパークリップである販促表現または説明表現が加えられた販促用ペー
パークリップは、従来のペーパークリップと同じ綴じ原理に基づいて、すなわち、紙束に
挟持力を加えることによって動作する（この種類のペーパークリップの例は、英国特許第
９３０４９１号明細書、英国特許第１５６１４１７号明細書、英国特許第１５８２７９９
号明細書、英国特許第１６０２１１８号明細書に記載されている）。この第２の種類のペ
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ーパークリップの利点は、綴じ機能と印刷手段によってペーパークリップに販促表現また
は説明表現を加えることができる機能とを組み合わせることができるという点である。従
来のペーパークリップの他の不利点が、第２の種類のペーパークリップについても言える
。
【０００５】
　第３の種類のペーパーバインダは、紙束の穴を開けて、穴に構造体／バインダ（例えば
、リベット、接続クランプ）を差し込むことによって紙を綴じる方法を使用する。これら
のペーパーバインダの利点は、綴じ品質に優れており、綴じた紙束の間から紙が抜ける可
能性がないということである。この種類のペーパーバインダの不利点は、使用される材料
（通常は、金属である）がサステイナブルな材料でないこと、穴を開けることで紙が損傷
されること、さらにこの種類のペーパーバインダは通常１つの機能しか果たさないことで
ある。また、この種類のペーパーバインダの取り外しは、一般に、より複雑である。
【０００６】
　上述の綴じ具の他に、紙を綴じる別の綴じ具がある。つまり、オランダ特許第１０１１
５２６号明細書に開示されている用紙コーナーデバイスによって紙を綴じる綴じ具である
。この綴じ具では、折り動作によって平面シートが紙束上で折られることで紙束が綴じら
れる。このペーパーバインダの利点は、綴じ品質に優れていること、紙束の間から紙束が
抜けないこと、複数の機能（綴じ機能および説明表現）を組み合わせることができること
、製品に安全性のリスクが全くないこと、さらにペーパークリップがサステイナブルな材
料で作られていることである。また、この使用される材料により、ペーパークリップをシ
ュレッダにかけることができ、紙束からクリップを取り外さなくても古紙にリサイクルす
ることができる。この綴じ具の不利点は、ペーパークリップの操作性に劣るということで
ある。ペーパークリップは、６つの動作（クリップを回転する、紙を挿入する、紙を折る
、クリップの一部を折る、クリップの他の部分を折る、クリップを固定するためにクリッ
プの前部を凹部に挿入する）を行うことによって取り付けられる。これらの６つの動作の
うち、３つは直観的な動作ではない。紙束からペーパークリップを取り外すには、全ての
動作を逆の順番で行う必要がある。
【０００７】
　別のペーパークリップがオランダ特許第１０１１０８６号明細書に開示されている。こ
の特許文献には、紙束を綴じるための小型のコーナーデバイスが開示されている。このコ
ーナーデバイスによる綴じ方は、凹部を有する折り曲げレバーアーム、コーナーデバイス
の第１の折り動作で形成される固い支持部、および折り曲げ挟持フックが一体になった背
面と閉鎖角部が一体になった折り曲げ可能な前面との間にある開口隆起部とを特徴とする
。穴を開けた形にすることで、多くの動作の中でコーナーデバイスを紙束に取り付けたり
、紙束から取り外したりできる。
【０００８】
　既存の綴じ具の問題の１つは、操作性に劣ることである。既存の綴じ具では使用者によ
る多くの動作が必要であり、その動作のうち多くの動作は直観的動作ではない。オランダ
特許第１０１１０８６号明細書のペーパークリップは、平面シートとして記載されている
。ペーパークリップの取り付けは、オランダ特許第１０１１５２６号明細書のペーパーク
リップと同様に、６回の動作で行われる。最初に、ペーパークリップは、紙がクリップの
裏側に取り付けられなければならないので回転されなければならない。次に、保持アーム
が、折り動作によって保持アームを小さな凹部に押し込むことによって前面の裏側に取り
付けられなければならない。次に、紙束がこの保持アームと背面との間に押し込まれなけ
ればならない。次のステップは、保持アームの上で紙束を折るステップである。これによ
り、背面と一体になった挟持角部を伴って形成される。最後から２番目のステップは、前
面を前方に１８０°折るステップである。最後のステップとしてペーパークリップを取り
付けるのに、保持アームの凹部に閉じ部材が押し込まれなければならない。こうして、ペ
ーパークリップが取り付けられて、ペーパークリップが紙束を綴じる。不利点は、ペーパ
ークリップは取り付けるのに６回の動作が必要であるということ、クリップは裏側に取り



(5) JP 5970479 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

付けられなければならないので保持アームを直観的に固定できないこと、保持アームを固
定することで、保持アームが背面の凹部に押し込まれる前に部分的に変形してしまうこと
である。
【０００９】
　このペーパークリップの別の不利点は、ペーパークリップの片面に（前から見える）突
出部があることである。これが、保持アームの端部である。この突出部があるために、突
出部が封筒の裏面に引っかかるので、紙束と一緒にペーパークリップを封筒に入れること
ができない、または容易に入れることができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国意匠特許第６２３．２２９Ｓ号
【特許文献２】米国特許出願公開第２００９／０１６５２６０号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００９／０１５１１２９号明細書
【特許文献４】英国特許第９３０４９１号明細書
【特許文献５】英国特許第１５６１４１７号明細書
【特許文献６】英国特許第１５８２７９９号明細書
【特許文献７】英国特許第１６０２１１８号明細書
【特許文献８】オランダ特許第１０１１５２６号明細書
【特許文献９】オランダ特許第１０１１０８６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の第１の目的は、操作性に優れた紙束の端部を綴じる綴じ具を提供することであ
る。本発明の第２の目的は、本発明の綴じ具を製造するのに必要な中間製品を提供するこ
とである。本発明の第３の目的は、紙束の端部を綴じる方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、独立請求項によって定義される。従属請求項は有利な実施形態を定義する。
【００１３】
　第１の態様では、本発明の目的に従って、本発明は請求項１の綴じ具に関する。
【００１４】
　本発明の特性効果は以下の通りである。第１の壁部と第２の壁部とが協働して、紙束の
端部が配置されなければならないスペースを形成する。第１の壁部と第２の壁部とは、操
作使用時に、紙束の端部に単に押し付けられるだけで済むようにつながれる。この点は、
使用者にとって第１の大きな利点であり、複雑で非直観的な動作を行う必要がない。枢動
可能な補助片は、第２の開口部内で第１の壁部によって形成された第１の折り縁部と協働
する。補助片と第１の折り縁部は、操作使用時に、紙束の端部におけるレバーアームの動
作によって、第１の壁部の方向に第１の折り縁部で紙束の端部を折るのに適するように形
成されて位置決めされる。また、補助片は、操作使用時に、紙束が折られていない状態で
は、少なくとも一箇所が紙束の端部より先に突出するので、紙束が折られた状態では、第
１の壁部と物理的に接触するよう構成される。さらに、紙束は、所定の距離に亘って（コ
ーナーデバイスを使用した場合、角部まで閉鎖縁部に接触して）折られる。補助片が紙束
の縁部から突出することで、２つの非常に大きな利点がある。まず、このことにより、紙
束の端部を折る時のレバーアームの効果が増幅する（ほんのわずかな力をかければよい）
ということである。次に、突出部があることで使用時の動作が非常に直観的な動作になる
ということである。実際に、使用者は、綴じ具を紙束の端部に取り付けるのに２つのステ
ップを行うだけでよい。第１のステップは、上述したように補助片が第２の開口部から突
出するようにスペース内に端部を挿入するステップである。第２のステップは、突出した
補助片を使用して紙束の端部を折るステップである。このように、本発明は非常に使いや
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すく直観的な動作の綴じ具を提供するものである。
【００１５】
　オランダ特許第１０１１０８６号明細書では、レバーアームとして折り曲げアームの１
つが記載されていることに注意されたい。レバーアームの定義によれば、これはレバーア
ームではない。これは、むしろ保持アームとして記載すべきである。しかしながら、本発
明の綴じ具では、補助具が紙束から突出しているのでレバーアーム効果が生じる。
【００１６】
　本発明の綴じ具の一実施形態では、補助片（Ｂ）は第２の開口部（Ｏ２）の近くで枢動
軸（Ｄ１）を介して第２の壁部（Ｗ２）に枢動可能に取り付けられる。枢動軸により、使
用者は補助片を一方向のみに押せばよいので、綴じ具は操作性および直観的動作が容易に
なる。これにより、紙束の端部におけるレバーアーム効果が最大になる。
【００１７】
　本発明の綴じ具の一実施形態によれば、補助片（Ｂ）は、所定距離（ＤＳＴ１）より１
から３倍先に突出する。この実施形態の突出範囲は、綴じ具の製造および操作性に関して
最も実用的であることがわかった。しかしながら、本発明は、この範囲に限定されない。
【００１８】
　本発明の綴じ具の一実施形態では、補助片（Ｂ）は、操作使用時に、紙束（Ｐ）が折ら
れていない状態では、少なくとも一箇所が突出するので、紙束（Ｐ）が折られた状態では
、第１の壁部（Ｗ１）を越えた位置の一箇所で紙束の最も外側の紙と物理的に接触するこ
とができる。この実施形態は、例えば、接着層（または他の接着作用）によって補助片を
最も外側の紙と付着させることによって、補助片がより十分に固定されるという利点があ
る。
【００１９】
　本発明の綴じ具の一実施形態では、補助片（Ｂ）および第１の壁部（Ｗ１）の受承面の
少なくとも一方は、操作使用時に、紙束（Ｐ）が折られた状態で、補助片（Ｂ）が第１の
壁部（Ｗ１）に付着するように接着層を備える。これが、さらに改良された綴じ具の第１
の有利な変形形態である。
【００２０】
　本発明の綴じ具の一実施形態では、第１の壁部（Ｗ１）は、切込部（Ｅ１Ａ）を備える
。切込部（Ｅ１Ａ）は、操作使用時に、紙束（Ｐ）が折られた状態で、補助片（Ｂ）の少
なくとも一部が切込部（Ｅ１Ａ）に押し込まれて補助片（Ｂ）を固定するように位置決め
されて作られる。これは、さらに改良された綴じ具の第２の有利な変形形態である。この
実施形態のさらに別の利点は、補助片を容易に取り外し可能であるので、操作性だけでな
く製品のサステイナブル性も向上するということである。
【００２１】
　本発明の綴じ具の一実施形態では、切込部（Ｅ１Ａ）は、第１の壁部（Ｗ１）の突出部
（Ｅ１Ａ）となるように形成され、この突出部（Ｅ１Ａ）は、第１の折り縁部（Ｅ１）か
ら見て、切込部（Ｅ１Ａ）を越えた位置にある第１の壁部（Ｗ１）の一部に力（ＦＲＣ）
をかけると、第１の壁部（Ｗ１）の平面から仮想軸を中心にヒンジ動作する。この力（Ｆ
ＲＣ）は、第１の壁部（Ｗ１）の平面に垂直な成分を有する。この実施形態では、補助片
を切込部に挿入するのがより簡単であるので、操作性がさらに改善されている。この実施
形態の態様は、図２２および図２３に示されている。
【００２２】
　本発明の綴じ具の一実施形態では、第１の壁部（Ｗ１）の内側に、案内構造体（Ｅ３）
を備える。案内構造体（Ｅ３）は、切込部（Ｅ１Ａ）、（Ｅ１Ｂ）の少なくとも一部に伸
びて、操作使用時に、紙束（Ｐ）をスペースに挿入する際に、紙束（Ｐ）の中の１枚以上
の紙が切込部（Ｅ１Ａ、Ｅ１Ｂ）を通して内側から押し出されないようにする。この実施
形態はさらに、紙束を挿入する際に、これらの紙が切込部に押し込まれるのを防ぐので、
さらに操作性が改善される。このことは、使用者のフラストレーションを防ぐことになる
。
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【００２３】
　本発明の綴じ具の一実施形態では、第１の壁部（Ｗ１）および補助片（Ｂ）の少なくと
も一方の片面に接着層を備える。この実施形態は、このようにして、積み重ね可能な綴じ
具にすることができるので、非常に有利である。この綴じ具は、まず、非常に簡単に数多
く包装することができ、次に、使用時に紙束から非常に簡単に取り出すことができる。こ
の実施形態の態様は、図１５、図１６に示されている。
【００２４】
　この実施形態の有利な変形形態は、接着層が第１の壁部に付着される場合に実現される
。この場合、接着層は、二重の機能を有する。すなわち、接着層は、補助片を取り付ける
のにも使用することができる。
【００２５】
　本発明の綴じ具の一実施形態では、第１の壁部（Ｗ１）および第２の壁部（Ｗ２）は、
紙束（Ｐ）の角部を受承するコーナーデバイスを形成するように形成される。この実施形
態は、多くの理由から非常に有利である。角部構造体は、（紙のような可撓性材料を使用
した場合でも）剛性があり、小さく、ページを出来る限り薄くして覆うことができ、紙束
をめくりやすくする。しかしながら、この角部構造体は一実施形態にすぎないことに留意
されたい。代替の実施形態では、角部構造体は、紙束の幅全体または全長にわたって押し
付けられるような構造体にすることができる。角部構造体に紙が突出する第２の開口部が
ある構造体であれば、同じ原理を使用することができる、すなわち、レバーアーム原理に
よって折り縁部で紙束の端部を折る補助片を備えることができ、実施形態では、補助片は
角部構造物または紙に（取り外し可能に）取り付けられる。
【００２６】
　本発明の綴じ具の一実施形態では、コーナーデバイスは、第１の壁部（Ｗ１）の平面へ
の投影図で見ると、６０°から１２０°の角度を成す閉鎖縁部（ＣＥ１、ＣＥ２）を有す
る。この実施形態で示される範囲は、最も実用的な範囲であり、全ての角が９０°の最も
一般的な紙の形態を考えると９０°が最も有利である。
【００２７】
　本発明の綴じ具の一実施形態では、第１の折り縁部（Ｅ１）は、コーナーデバイスの閉
鎖縁部（Ｃ１、Ｃ２）の少なくとも一方と３０°から６０°の角度を成す。この実施形態
で示される範囲は、最も実用的な範囲であり、全ての角が９０°の最も一般的な紙の形態
を考えると４５°が最も有利である。４５°の角度の場合に、紙束の折りが最も容易にな
る。
【００２８】
　本発明の綴じ具の一実施形態では、第２の開口部（Ｏ２）のサイズは、所定の距離（Ｄ
ＳＴ１）を実現できるようなサイズである。これは、特に、コーナーデバイスに適用され
る。
【００２９】
　本発明の綴じ具の一実施形態では、第２の開口部（Ｏ２）の長さは、１０ｍｍから６０
ｍｍである。この実施形態に示されている範囲は、Ａ３、Ａ４、またはＡ５の最も一般的
な紙の形態を考えると最も実用的な範囲である。
【００３０】
　本発明の綴じ具の一実施形態では、第１の壁部（Ｗ１）、第２の壁部（Ｗ２）、および
補助片（Ｂ）のそれぞれは、紙、プラスチック、木材、金属、生物由来物質、これらの物
質の混合物、およびその他の同様の物質を含む群から選択される。ここで列挙した物質は
全て、本発明の綴じ具に使用することができる。しかしながら、材料が問題なくシュレッ
ダにかけることができることから、紙を使用した場合が非常に有利である。
【００３１】
　本発明の綴じ具の一実施形態では、第１の壁部（Ｗ１）、第２の壁部（Ｗ２）、および
補助片（Ｂ）は、一体に形成される。この実施形態は、非常に安価で、すぐに製造できる
ので、非常に有利である。この実施形態は、綴じ具が紙製である場合に特に有利である。
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【００３２】
　本発明の綴じ具の一実施形態では、第１の壁部（Ｗ１）、第２の壁部（Ｗ２）、および
補助片（Ｂ）の１つ以上は、別個のパーツとして綴じ具に取り付けられる。これは、例え
ば、接着技術、リベット固定技術、およびその他の同等の技術を使用して行われる。これ
らの本発明の変形形態の中では、例えば、補助片（Ｂ）が別個のパーツとして綴じ具に取
り付けられる。本発明によれば、いずれの場合も、補助片（Ｂ）は少なくとも１つの枢動
点（または枢動軸）に対して枢動可能に取り付けられることが重要であるので、枢動点は
折り縁部（Ｅ１）に対して位置決めされ、補助片は、操作使用時に、紙束が所定の最大距
離まで綴じ具に挿入された時に、少なくとも一箇所が紙束から突出するように形成される
。
【００３３】
　第２の態様において、本発明は、本発明の綴じ具を製造するための中間製品に関する。
綴じ具を製造するための中間製品も同様に本発明の重要な利点、すなわち、補助片のレバ
ーアーム原理による優れた操作性という利点を有することに留意しなければならない。し
たがって、この中間製品は、将来的には、独立した製品として販売可能になるであろう。
【００３４】
　本発明の中間製品の一実施形態は、図７、図８、図９、図２０、図２４、図２８の１つ
の形状に対応する。
【００３５】
　中間製品のさらに改良された実施形態は、一体形成された中間製品であり、この中間製
品は製造において有利である。この中間製品は、平面シートから切り抜いて、折り線に穴
を開けることによって製造される。
【００３６】
　第３の態様において、本発明は、請求項２２に記載の方法に関する。本発明の基本原理
は、いろいろな方法で、また本明細書の中で明確に記載されていない方法で適用すること
ができる。しかしながら、これらの変形形態は全て請求項の保護範囲に含まれる。さらに
、これらの変形形態は全て、実際に２つのステップを含む本発明の方法を使用するもので
ある。第１のステップは、所定の距離で（コーナーデバイスを使用した場合、角部まで閉
鎖縁部に接触して）折り縁部を越えた位置まで紙束を挿入するステップである。第２のス
テップは、紙束の端部上でのレバーアーム効果を有する補助片を使用して紙束の端部を折
るステップである。本発明は、実際に、１回の動作のみで、すなわち、補助片を使用して
紙束の角部を折る動作のみで紙束を綴じることができることに留意されたい。これは、そ
れ自体、固有の特徴であり、本発明を既存のペーパークリップと区別する固有の特徴であ
る。既存のペーパークリップの動作は、同じ様に、折り曲げ原理に基づいた動作であるが
、既存のペーパークリップの多くの動作は、紙束が一緒に綴じられる前に必要な動作であ
る。
【００３７】
　第４の態様において、本発明は、請求項２３に記載の積層綴じ具に関する。積層綴じ具
の有利な実施形態は、積層綴じ具の中の少なくともそれぞれの綴じ具（少なくとも１つ、
好ましくは全て）は、請求項１８、および二重の機能を有する変形形態の説明の中で記載
されている接着層を備える場合、大きな有用性をもって達成される。このような積層綴じ
具は、図１５および図１６に示されている。
【００３８】
　本発明の上述の内容の詳細および他の詳細について、図面を参照しながら後述する。図
面は、本発明を例示するためのものであるが、本発明を制限するものと解釈すべきでない
。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の第１の実施形態の紙製ペーパークリップが開いた状態の正面図であり、
ペーパークリップが紙束に取り付けられた場合に、三角形の面がペーパークリップの見え
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る前面であり、三角形の面の上の丸い形状部が開いた状態の補助構造体である図である。
【図２】図１の紙製ペーパークリップが開いた状態の背面図であり、補助構造体がまだ折
られておらず、補助構造体のハッチング領域に接着層が塗布されており、接着層は、紙束
がペーパークリップの閉鎖コーナーデバイスに挿入された時に、綴じられる紙束が最も奥
に挿入された形の外側に残った状態の図である。
【図３】図１の紙製ペーパークリップが開いた状態の背面図であり、補助構造体がまだ折
られておらず、接着層が補助構造体全体のハッチング領域に塗布されている図である。
【図４】図１の紙製ペーパークリップが開いた状態の背面図であり、補助構造体がまだ折
られておらず、接着層が閉鎖コーナーデバイスのハッチング領域に塗布されている図であ
る。
【図５】図１の紙製ペーパークリップが開いた状態の背面図であり、補助構造体がまだ折
られておらず、接着層が補助構造体および閉鎖コーナーデバイスのハッチング領域に塗布
されている図である。
【図６】図１の紙製ペーパークリップが閉じた状態の背面図であり、補助構造体が裏面（
機能的には綴じ具の正面の場合もある）に押し付けられた図である。
【図７】紙製ペーパークリップの平面シートモデルの本発明の別の実施形態の好適な変形
形態の図であり、まだ最終製品の形でないペーパークリップの図である。
【図８】紙製ペーパークリップの平面シートモデルの本発明の別の実施形態の変形形態の
図であり、まだ最終製品の形でないペーパークリップの図である。
【図９】紙製ペーパークリップの平面シートモデルの本発明の別の実施形態の変形形態の
図であり、まだ最終製品の形でないペーパークリップの図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態の紙製ペーパークリップが開いた状態の正面図で、紙
の見える部分がペーパークリップの中に収まった状態を示した図であり、補助構造体が見
える状態の図である。
【図１１】図１０の紙製ペーパークリップが開いた状態の背面図で、紙の見える部分がペ
ーパークリップの中に収まった状態を示した図であり、取り付けるために補助構造体がま
だ折られていない図であり、ハッチング領域が、紙の角部を含む補助構造体を折った後に
、補助構造体と閉鎖コーナーデバイスとの間で紙を保持することで接着層が紙束を綴じ得
ることを示した図である。
【図１２】図１０の紙製ペーパークリップが閉じた状態の背面図で、紙の見える部分がペ
ーパークリップの中に収まった状態を示した図であり、補助構造体がペーパークリップの
裏側に取り付けられた図である。
【図１３】本発明の別の実施形態の紙製ペーパークリップが閉じた状態の背面図で、紙の
見える部分がペーパークリップの中に収まった状態を示した図であり、補助構造体がペー
パークリップの裏側および綴じられる紙束の一部に取り付けられた図である。
【図１４】図１０の紙製ペーパークリップが閉じた状態の正面図で、紙束の見える部分が
ペーパークリップの中に収まった状態を示した図である。
【図１５】本発明のさらに別の実施形態に従って、補助構造体を閉鎖コーナーデバイスに
取り付けるのにも使用される接着層を使用して紙製ペーパークリップが重ねられる様子を
ペーパークリップの裏側から見た図であり、接着層がハッチングで示された図である。
【図１６】補助構造体を閉鎖コーナーデバイスに取り付けるのにも使用される接着層を使
用して、図１５の紙製ペーパークリップが重ねられる様子をペーパークリップの正面から
見た図である。
【図１７】本発明のさらに別の実施形態の紙製ペーパークリップが開いた状態の正面図で
あり、ペーパークリップが紙束に取り付けられた時に三角形部分がペーパークリップの見
える前面であり、三角形の上の丸い形状部が取り付けられていない補助構造体である図で
ある。
【図１８】図１７の紙製ペーパークリップが開いた状態の背面図であり、補助構造体がま
だ折られておらず、取付切込部に押し込まれていない図である。
【図１９】図１７の紙製ペーパークリップの背面図であり、補助構造体が取付切込部に押
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し込まれて、クリップが閉じた状態の図である。
【図２０】図１７の紙製ペーパークリップの平面シートモデルの詳細図である。案内構造
体が見えることで、紙束がペーパークリップに挿入される時に取付切込部に入り込むこと
がない。
【図２１】図２０の案内構造体の詳細な図である。閉じた状態であるので、紙束が挿入時
にクリップの取付切込部に入り込むことがない。
【図２２】図１７の紙製ペーパークリップの背面図であり、補助構造体が取付切込部に押
し込まれた時に紙がペーパークリップの中に収まった状態を示した図である。
【図２３】図１７の紙製ペーパークリップを３次元的に示した詳細図であり、補助構造体
を枢動構造体に取り付けるために、または枢動構造体から取り外すために、枢動構造体に
圧力が加えられる様子を示した図である。
【図２４】綴じ原理として接着層を使用した図２０の平面シートモデルの紙製ペーパーク
リップの変形形態を示した図であり、ペーパークリップがまだ最終製品の形でない状態の
図である。
【図２５】図２４の平面シートモデルの製造プロセスにおける第１の折り動作の後の状態
を示した図であり、補助構造体が内側に折られ、見える前面の裏面にまだ接着されていな
い状態を示した図である。
【図２６】図２４の平面シートモデルの製造プロセスにおける第２の折り動作の後の状態
を示した図であり、補助構造体の折り線より下の面に最後に接着される羽根部が内側に折
られ、ハッチング部が接着層を示した図である。
【図２７】図２４の平面シートモデルの製造プロセスにおける第３の折り動作の後の状態
を示した図であり、接着層を有する内側に折られた羽根部が補助構造体の下側に取り付け
られる状態を示した図であり、綴じ原理として接着層を使用したペーパークリップの最終
製品の図である。
【図２８】綴じ原理として保持手段を使用した図２０の平面シートモデルの紙製ペーパー
クリップの変形形態を示した図であり、ペーパークリップがまだ最終製品の形でない状態
の図である。
【図２９】図２８の平面シートモデルの製造プロセスにおける第１の折り動作の後の状態
を示した図であり、補助構造体が内側に折られ、見えている正面の裏面にまだ接着されて
いない状態を示した図である。
【図３０】図２８の平面シートモデルの製造プロセスにおける第２の折り動作の後の状態
を示した図であり、補助構造体の折り線より下の面に最後に接着される羽根部が内側に折
られ、ハッチング部が接着層を示した図である。
【図３１】図２８の平面シートモデルの製造プロセスにおける第３の折り動作の後の状態
を示した図であり、接着層を有する内側に折られた羽根部が補助構造体の下側に取り付け
られる状態を示した図であり、綴じ原理として保持手段を使用したペーパークリップの最
終製品である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下の説明では、非常に有利な実施形態、すなわち、コーナーデバイスに重きを置いて
説明する。いくつかの箇所では、導入部および請求項で使用されている用語以外の他の用
語を使用している。しかしながら、図面から、どの用語がどのパーツを指すかが明らかで
ある。
【００４１】
　本発明の実施形態は、ペーバーバインダに関連する全ての態様／特性に対して良い解決
策を提供する紙製ペーパークリップに関する。すなわち、本発明は、綴じ品質に優れ、製
造コストが安く、本発明を取り付ける際に綴じられる紙束を損傷せず、使用材料、製造プ
ロセス、および本発明の特定の実施形態の使用によって、環境に優しいサステイナブルな
ペーパークリップである。さらに、本発明は、優れた機能性を提供し、本発明の取り付け
および取り外しの際の操作性に優れている。また、本発明の特定の実施形態は、全体的に
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使用者が使用するのに安全である。
【００４２】
　また、本発明は、（補助片の）１回の折り動作で取り付けられ、１回の折り動作で取り
外され、１回の折り動作で紙束を綴じ、１回の折り動作で紙束を解くことができる紙束の
端部の綴じ具を提供することを強調することが重要である。この点が、本発明の非常に明
白な利点である。
【００４３】
　本発明の綴じ原理は、綴じられる紙束を閉鎖コーナーデバイス（請求項に示されるよう
に２つの壁部によって形成されたスペース）に押し込んで綴じ、レバーアーム動作を利用
した補助構造体（補助片）によって、閉鎖コーナーデバイスの折り線で紙束の角部を折る
ことによって実現される。次に、紙束を綴じる補助具を取り付けるのに少なくとも２つの
方法がある。すなわち、
　（ａ）ペーパークリップは、補助構造体に接着層を有する、またはペーパークリップの
正面と裏面の一部または全体に接着層を有するので、補助構造体は、補助構造体を取り付
ける正しい方向に折るだけでよい。接着層は閉じた状態で補助構造体を保持するので、ペ
ーパークリップが紙束を綴じることができる。接着層の例として、接着剤層やベルクロテ
ープがある。
　（ｂ）補助構造体を紙製ペーパークリップの裏面の取付切込部に押し込む。取付切込部
は、枢動構造体を圧迫することで開口されるので、取付切込部が開口して補助構造体を確
実に挿入することができる。このようにして補助構造体が閉じた状態で保持されることに
より、ペーパークリップは紙束を綴じることができる。
【００４４】
　本発明の発明者によれば、ペーパーバインダ（紙束の綴じ具またはペーパークリップ）
には、ペーパーバインダがその機能を果たすことができるためには、すなわち、しっかり
と、安全に、サステイナブルに紙を綴じるためには、満たさなければなければならない多
くの重要な機能要件および特性があるということである。以下に挙げる機能面および特性
は、ペーパーバインダに関連すると考えられる、または関連する可能性がある。
【００４５】
　（１）定義による綴じ品質：綴じられる紙束をしっかり綴じることであり、紙束が緩む
（綴じる機能を果たさない）可能性がない、またはペーパーバインダを取り付けた後に、
紙が他の紙の間から抜ける可能性がある。
【００４６】
　（２）定義による紙の損傷：ペーパーバインダを取り付ける際、またはペーパーバイン
ダの使用時に、綴じられている紙束を損傷させない。
【００４７】
　（３）定義によるサステイナブル性：環境の健全性に対する悪影響の程度。より詳細に
は、使用される材料の種類および使用される材料の原材料の入手可能性によって生じる環
境害、ペーパーバインダの製造時のエネルギーバランス、または製品の廃棄／排出および
リサイクル処理の際の環境害の程度。
【００４８】
　（４）定義による機能性：ペーパーバインダが実行することができる可能な機能であり
、主な機能は紙束を綴じることであるが、この主な機能は、伝達機能、販促表現、または
説明表現のような他の機能と組み合わせることができる。
【００４９】
　（５）定義によるペーパーバインダを取り付ける際の操作性：紙束を綴じるためにペー
パーバインダを取り付けるのに必要な力、動作、スピード、および直観的動作にかかる労
力。
【００５０】
　（６）定義によるペーパークリップを取り外す際の操作性：綴じられた紙束からペーパ
ーバインダを取り外すのに必要な力、動作、スピード、および直観的動作にかかる労力。
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【００５１】
　（７）定義によるコスト：ペーパーバインダのライフサイクル全体で発生する全てのコ
スト、例えば、材料コスト、製造コスト、搬送コスト、廃棄コストおよびリサイクルコス
トを含むライフサイクルコスト。
【００５２】
　（８）定義による安全性：怪我をする可能性がない。
【００５３】
　これまで、ペーパークリップまたはその他の紙の綴じ具の多くの変形形態が開発されて
きた。針金製ペーパークリップ、販促用ペーパークリップ、およびリベットのような紙を
綴じる既存の用具は、ペーパーバインダに関連する、または関連する可能性がある多くの
上述の機能要件および特性に対して解決策を提供するだけである。本発明の実施形態は、
全ての重要な機能要件および特性に対して良い解決策を提供する。
【００５４】
　本発明の実施形態の目的は、問題提示の段落で述べたように、紙の綴じ具に適用される
、または適用される可能性のある出来る限り多くの重要な機能要件および特性に対する解
決策を提供することである。いずれの場合も、本発明は、既存の（紙製）ペーパークリッ
プのタイプより使いやすいタイプを提案するものである。
【００５５】
　（１）綴じ品質：本発明の特定の実施形態の紙製ペーパークリップは、綴じ品質に優れ
ており、綴じられた紙束の間から紙が抜ける可能性がない。紙束は、ペーパークリップに
塗布される接着層と併用して、または保持手段を使用して、１回の折り動作で綴じられる
。
【００５６】
　（２）紙の損傷：本発明の特定の実施形態によって紙が修復不可能なほど損傷すること
はない。紙製ペーパークリップの閉鎖コーナーデバイスの折り縁部の折り動作によって、
綴じられた紙束上に小さな折り込み部分が形成される。ペーパークリップを取り外した後
、これらの折り込み部分を元の状態に戻すことができる。
【００５７】
　（３）サステイナブル性：サステイナブルな材料を使用することで、紙製ペーパークリ
ップは環境に優しいものとなる。また、クリップは、クリップを取り外さないでリサイク
ルするために、古紙として廃棄することができる、またはシュレッダにかけることができ
る。さらに、製造プロセスにおける環境負荷は、エネルギー消費、二酸化炭素排出、およ
びリサイクル率に関して、他のペーパークリップのタイプに比べて極めて少ない。完全な
再生紙でペーパークリップを製造することも可能である。この特徴は、オランダ特許第１
０１１５２６号明細書およびオランダ特許第１０１１０８６号明細書に記載されている紙
製ペーパークリップの場合は、綴じ品質のロスなしに容易に実現することはできない。
【００５８】
　（４）機能性：本発明の特定の実施形態は、紙を綴じる機能と販促／説明表現の機能と
を組み合わせた機能を有する。さらに、紙製ペーパークリップは、紙製であることから印
刷が可能であり、このことでペーパークリップに別の機能を加えることができる。
【００５９】
　（５）ペーパークリップを取り付ける際の操作性：本発明の特定の実施形態は、全体的
に取り付けが直観的動作である。使用者によって、ペーパークリップの見える前面が綴じ
られる紙束に押し付けられる。見える前面から突出している補助構造体は、補助構造体が
見えなくなるように直観的に折られる。これも、本発明の目的である。補助構造体は、レ
バーアーム効果によって紙束を折る機能を有し、この機能は、柔軟にかつ直観的に行われ
る。紙束を綴じることができる補助構造体を取り付けるのに少なくとも２つの方法がある
。すなわち、
　（ａ）ペーパークリップまたは補助構造体は、ペーパークリップの正面および裏面の全
体または一部に接着層を有するので、補助構造体は、補助構造体を取り付ける正しい方向
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に折るだけでよい。接着層は閉じた状態で補助構造体を保持するので、ペーパークリップ
は紙束を綴じることができる。接着層の例として、接着剤層やベルクロテープがある。
　（ｂ）補助構造体を紙製ペーパークリップの裏面の取付切込部（切込部とも呼ばれる）
に押し込む。取付切込部は、枢動構造体を圧迫することで開口されるので、取付切込部が
開口して補助構造体を確実に挿入することができる。これにより補助構造体が閉じた状態
で保持されるので、ペーパークリップは紙束を綴じることができる。
【００６０】
　（６）ペーパークリップを取り外す際の操作性：綴じられた紙束を廃棄する場合に、ペ
ーパークリップを取り外す必要がない。ペーパークリップは紙束と一緒に古紙として廃棄
することができる、またはシュレッダにかけることができる。しかしながら、例えば、綴
じた紙のコピーをとるために、紙製ペーパークリップを取り外さなければならない場合、
　（ａ）第１の閉じ原理で、補助構造体を接着層からはがすだけで、紙束は綴じた状態で
保持されなくなり、補助構造体をペーパークリップから取り外すことができる。
　（ｂ）第２の閉じ原理で、取付切込部の後端部に圧力を加えることにより取付切込部を
後ろに折るだけで、補助構造体が取付切込部から外れて、紙をクリップから取り外すこと
ができる。
【００６１】
　（７）コスト：材料、単純な製造プロセス、低重量、および最適なリサイクル方法によ
り、コストはライフサイクル全体にわたって非常に低い。製品は１枚の紙で作ることがで
きる。
【００６２】
　（８）安全性：本発明のペーパークリップを使用すれば、安全性リスクが全くない。
【００６３】
　本発明の他の利点は、以下の通りである：
　－　綴じられた紙束の長方形の形は、紙製ペーパークリップによって変形することはな
く、同時にペーパークリップの機能性および綴じ品質が維持される。
　－　製品は、繰り返し再利用可能である。
　－　製品をさまざまなサイズ、色、形状で製造することができるので、特定の機能性を
強調することができる。より強調することができる機能性は、例えば、伝達の価値（例え
ば、より大きな印刷面、または異なる印刷面を有することによる販促的価値および説明的
価値）、複数枚の紙を綴じること、より大きなマーキング面積、色分けによる文書の保存
である。
　－　本発明では、本発明の環境に優しい特性および環境に優しい外観、本発明によって
提供される機能性の組み合わせおよび機能性の性質から、（企業間の）ビジネス市場に対
して明確な付加価値を提供することができる。本発明の性質の１つは、直観的機能および
本発明を使用する際のスピードである。さらに、本発明は、標準的な形態（例えば、マー
キング可能なクリップ、印刷されていないクリップ、標準的な説明表現または伝達表現が
記載されているクリップ）で製造することができ、従来のペーパークリップのような既存
のペーパーバインダに対して環境に優しい選択肢を提供する。
　－　製品は、補助構造体が見える前面の上方および／または両側が対称的に突出してい
るので、左利きの人および右利きの人にも実用的である。
　－　最終製品は、最終製品に塗布されている接着層を使用して重ねることができるので
、最終製品を損傷せずに包装することができる。最終製品の積み重ねは、ポストイット付
箋の重ねメモシートと同じ原理であり、シートは、機能を保持した状態で、損傷せずに取
り外すこともできる。
　－　ペーパークリップは、プラスチックのような他の材料で製造することも可能である
。
【００６４】
　実施形態を詳細に説明するために、多数の表現および用語について後述する。
【００６５】



(14) JP 5970479 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

　本明細書では、用語「回転軸／枢動軸」は、回転または枢動することができるパーツ（
例えば、補助片）の軸または点として定義される。必ずしもシャフトのような別の構成パ
ーツを指すとは限らないが、これも可能である。このような回転軸は、例えば、壁部のハ
ゼ折りで形成されてもよく、この壁の部分が回転軸を中心に枢動することができる。ある
いは、補助片が別の方法で壁に回転可能に取り付けられてもよい。
【００６６】
　用語「束」は、本明細書では、少なくとも２枚のシートとして定義される。これらのシ
ートは、任意のタイプの材料製のシートとしてもよい。しかしながら、本発明は、１枚の
シートに使用することもできる。この場合、シートの角部に用具が取り付けられる。この
場合、例えば、用具の壁部の一方にロゴを表示して販促機能を強調することができる。
【００６７】
　用語「折り縁部」は、本明細書では、用具を取り付ける際に紙束の端部が折られる縁部
として定義される。
【００６８】
　「レバーアーム」の定義は、小さな力が大きな運動と組み合わさって、大きな負荷を移
動させる小さな運動に変換される機構である。大きな負荷を移動させるのには、大きな力
が必要である。したがって、本発明には、紙束が壁部間のスペース内の所定の距離の奥ま
で移動される（コーナーデバイスの場合、角部まで閉鎖縁部に接触する）時に、レバーア
ーム効果が生じる。補助片は、紙束の位置の少なくとも一箇所で突出する。さらに、補助
片は突出するほど、レバーアーム効果が大きい。レバーアーム効果は、補助片が折られて
いない状態で折り縁部に垂直である場合に最も大きくなる（したがって、これが最も有利
な実施形態である）。
【００６９】
　「閉鎖コーナーデバイス」は、本明細書の中では、ペーパークリップのつながった前面
と背面と、２つの面の間に形成される挿入スペースであり、紙を挿入することができる挿
入スペースとを備えるペーパークリップの一部として定義される。請求項において、この
構造についてさらに詳しく説明する。
【００７０】
　図１には、第１の壁部Ｗ１および第２の壁部Ｗ２が示されている。これらの壁部は、紙
束を受承するためのスペースを形成するための閉鎖縁部ＣＥ１、ＣＥ２を有する。また、
紙束の端部を受承するためのスペースの第１の端部ＵＥ１に第１の開口部Ｏ１が示されて
いる。
【００７１】
　図１は、紙製ペーパークリップの最終製品の正面図である。ここでは、領域Ａは、ペー
パークリップの見える前面である。この部分は、ペーパークリップが紙束に取り付けられ
て紙束の長方形に沿った形になった後でも見えた状態のままである。領域Ｂは、補助構造
体（補助構造体ＨＢ）の前部を示しており、紙束を折る際に背面に押し付けられて、レバ
ーアーム効果により（紙束は領域Ａの三角形の形に沿った形になり、これ以上は及ばず、
補助構造体は折られなければならない紙束の角部より大きい）、綴じられる紙束はあまり
労力をかけずに折られる。領域Ｃは、閉鎖コーナーデバイスに紙束を挿入しやすくするの
に役立つ支持部を示している。ペーパークリップのつながった前面（領域Ａ）と背面（前
から見た場合領域Ｃで裏から見た場合領域Ｅ）と、２つの面の間にあり紙を挿入すること
ができる挿入スペースとで構成されるペーパークリップの部分は、本願では、「閉鎖コー
ナーデバイス」として示されている。領域Ｃは、図２の領域Ｅの前面である。ラインＡ１
は、ペーパークリップの見える前面Ａの下側になる。
【００７２】
　図２は、紙束を受承するスペースを形成するための閉鎖縁部ＣＥ１、ＣＥ２を有する第
１の壁部Ｗ１と第２の壁部Ｗ２とを示している。また、紙束の端部を受承するスペースの
第１の端部ＵＥ１の第１の開口部Ｏ１と、スペースの反対側の第２の端部ＵＥ２の第２の
開口部Ｏ２とが示されている。さらに、図２は、操作使用時に、紙束が突出する範囲の所
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定の距離ＤＳＴ１が示されている。図２から、この距離は、特に、第２の開口部Ｏ２のサ
イズによって決まると言える。
【００７３】
　図２では、ラインＥ１は、綴じられる紙束の角が折られる折り線（折り縁部）となる。
ラインＤ１は、補助構造体が折られる折り線となる。折り線Ｄ１は、紙束が折られる折り
線Ｅ１から少し上にある。これは、折られた紙が一定の厚みになるためである。Ｄ１とＥ
１との間にスペースがない場合、補助構造体は、綴じられる紙束によって部分的に曲がっ
てしまうことになるので、領域Ｄ（図６の取り付けた状態ではＢ）の高さが低すぎてしっ
かりと取り付けられなくなる。これは、綴じ品質を低下させてしまうことになる。図６に
は、さらに領域Ｇが示されている。これは、見える前面Ａの裏側の一部である。
【００７４】
　本発明は、１枚の紙から製造することができる。また、本発明はパーツ単位で製造する
ことも可能であり、最終製品は、本願で記載されているのと同じ外観および機能性を有す
ることができる。
【００７５】
　図３、図４、および図５には、紙製ペーパークリップの多数の可能な変形形態が示され
ており、ハッチング領域は、最後に、紙束を綴じるために補助構造体を閉鎖コーナーデバ
イスに取り付けるのに接着層が塗布される領域を示している。
【００７６】
　図７から図９には、１枚の紙から作られる本発明の平面シートモデルの変形形態が示さ
れている。図７、図８、および図９内の破線Ａ１、ＥＡ３、Ｅ３Ｂ、Ｄ１、およびＪ１は
、穴が開けられた折り線または畝のある折り線である。図７および図８では、まず面Ｈが
見える前面Ａに向かって後ろに折られる。面Ｈの裏面は、面Ａの裏面に接着されてもよい
。面Ｈは見える前面Ａの裏面に付着されるので、面Ｈは綴じられる紙束を挿入する際の案
内面となる。次に、図７の面Ｉまたは図８の面Ｊが折り線Ｅ３Ａで後ろに折られる。面Ｉ
または面Ｊに接着剤の層が付着される。面Ｃは折り線Ｅ３Ｂで後ろに折られるので、面Ｉ
または面Ｊは面Ｈに接着される。このようにして、本発明のこの実施形態の紙製ペーパー
クリップの最終製品が作られる。
【００７７】
　図９は、紙製ペーパークリップの平面シートモデルの代替形態を示した図であり、まず
面Ｋが折り線Ｊ１で手前に折られ、面Ｋの前面は面Ｋの前面に接着される。次に、面Ｊが
折り線Ｅ３Ａで後ろに折られる。
面Ｋの裏面には接着層が塗布され、面Ｋは、面Ｃを折り線Ｅ３Ｂで後ろに折った後に、見
える前面Ａの裏面に接着される。この変形形態の利点は、見える前面Ａが直線的に接続さ
れるのではなく、他の形態にすることができるということである。
【００７８】
　図１０は、見える前面Ａに対して開いた状態のペーパークリップの閉鎖コーナーデバイ
スの中に紙束Ｐが収まった状態を示した図であり、補助構造体Ｂの前面がまだ見えた状態
である。図１１は、開いた状態のペーパークリップの裏面の図であり、紙束Ｐが閉鎖コー
ナーデバイスの中に収まった状態および接着層が補助構造体の図２の面Ｄに付着された状
態を示した図である。図１２は、閉じた状態のペーパークリップの図であり、紙束が閉じ
た状態のクリップ内に収まった状態を示した図である。領域Ｇは見える前面Ａの裏面であ
り、領域Ｂは閉じた状態の補助構造体の前面である。図１３は、本発明の別の実施形態の
ペーパークリップの図である。このペーパークリップは、より大きな補助構造体（補助片
）を有するので、折り曲げた時にコーナーデバイスからはみ出して、紙束の一番上の紙と
物理的に接触することができる。この実施形態では、例えば、接着層を使用して補助片を
一番上の紙に付着させることも可能である。このようにすることで、より強い構造になる
。最後に、図１４は、閉じた状態のペーパークリップの正面図であり、紙束Ｐはペーパー
クリップの中に収まった状態であり、領域Ａが見える前面となる。
【００７９】
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　図１５は、重ねた状態の紙製ペーパークリップの裏面を示した図である。この場合、領
域Ｄは補助構造体の裏面であり、領域Ｅは閉鎖コーナーデバイスの裏面である。ペーパー
クリップは、この位置で、領域Ｅのハッチングで示された接着層によって重ねられた状態
になる。図１６は、積層ペーパークリップの正面図である。
【００８０】
　図１７は、紙製ペーパークリップの正面図である。領域Ａは、ペーパークリップの見え
る前面である。この部分は、ペーパークリップが紙束に取り付けられて、紙束の形に沿っ
た形になった後でも、見える状態のままである。領域Ｂは補助構造体の前部を示し、領域
Ｃは紙束を綴じるために挿入しやすくする支持部を示している。これは、図１８の領域Ｅ
の前部である。これ以外では、紙束がペーパークリップの中に十分に押し込まれないで、
取付切込部に押し込まれてしまうので、紙束の挿入はもっと難しくなる可能性がある。図
２０および図２１は、案内構造体（Ｅ３）を示した図であり、折り曲げられた時に、面Ｅ
に収まって、取付切込部Ｅ１Ａの最も高い点から突出する。その結果、紙が引っかからな
くなる。図１７のラインＡ１は、ペーパークリップの見える前面Ａの下側になる。ライン
Ａ１の下の２つ見えるＥ１Ｂは、取付切込部の最も低い部分を示しており、図１８では、
Ｅ１ＡとＥ１Ｂで示されている。取付切込部は、完全に穴が開いたラインである。取付切
込部Ｅ１ＡおよびＥ１Ｂの下にある面Ｅの底部に圧力を加えることで、Ｅ１Ａの位置が持
ち上がるので、補助構造体（取り付けられていない状態の領域Ｄと、取り付けられた状態
の図１９の領域Ｂ）は取付切込部に入りやすくなり、図１９に示されるように補助構造体
を取付切込部の裏で固定することができる。図１８において、ラインＥ２は、綴じられる
紙束が折られる折り線となる。ラインＤ１は、補助構造体が折られる折り線を示している
。図１９には、さらに領域Ｇが示されている。これは、見える前面Ａの裏面の一部である
。
【００８１】
　図２２および図２３は、ペーパークリップの裏面を示した図であり、補助構造体Ｂが見
えており、補助構造体は一部がＥ１Ａより下の位置で収まった状態であるので、取付切込
部に取り付けられた状態である。図２３は、取付切込部の枢動構造体の動き方をさらに詳
細に示した図である。穴が開いたライン（Ｅ１Ａ、Ｅ１Ｂ）を備える取付切込部は、力Ｆ
ＲＣが領域Ｅの取付切込部より下の部分に下方に加えられると、枢動線Ａ１に沿って枢動
する。その結果、Ｅ１Ａが持ち上がるので、補助構造体は容易に取付切込部の下に押し込
まれる。
【００８２】
　図２４から図２７は、綴じ原理として接着層を使用したペーパークリップの製造プロセ
スのステップを示す図であり、ステップは３回の折り動作と１回または２回の接着接合と
を含む。
【００８３】
　図２８から図３１は、綴じ原理として保持手段を使用したペーパークリップの製造プロ
セスのステップを示す図であり、ステップは３回の折り動作と１回または２回の接着接合
とを含む。
【００８４】
　本発明の多数の実施形態については以下の通りである。
【００８５】
　（１）この実施形態の紙製ペーパークリップは、綴じなければならない紙束が「閉鎖コ
ーナーデバイス」に押し込まれて、紙製ペーパークリップの「閉鎖コーナーデバイス」の
折り縁部で折られることを特徴とする。この場合、「閉鎖コーナーデバイス」は、ペーパ
ークリップのつながった前面と裏面、および２つの面の間にあり紙を挿入することができ
る挿入スペースで構成されるペーパークリップのパーツとして定義される。
【００８６】
　（２）紙束は、綴じなければならない紙束の「折り込み部」より大きい補助構造体によ
って折られるので、紙束を受承した補助構造体をレバーアーム効果によってほとんど労力
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をかけずに折ることができることを特徴とする、実施形態１の紙製ペーパークリップ。
【００８７】
　（３）補助構造体は、補助構造体または閉鎖コーナーデバイスに塗布された接着剤を使
用してペーパークリップに取り付けられ、最後に、補助構造体が取り付けられて紙束を綴
じることで、紙束は「閉鎖コーナーデバイス」および／または紙束の一部に接着される補
助構造体によって保持されることを特徴とする、実施形態１または実施形態２の紙製ペー
パークリップ。
【００８８】
　（４）本発明の裏面にある取付切込部は、枢動構造体の下縁に圧力を加えることにより
枢動構造体が前面の見える前側で枢動することで開口されるので、開口することで補助構
造体を確実に挿入できるようにして、その後、枢動構造体は元の位置に戻り、ペーパーク
リップが取り付けられて紙束を綴じることができることを特徴とする、実施形態１または
実施形態２の紙製ペーパークリップ。
【００８９】
　（５）枢動構造体は、取付切込部の下側（枢動構造体の最も低い２つの位置）が、見え
る前面の下縁の真下に位置するように位置決めされるので、後方の下側（取付切込部の下
）に圧力が加えられると枢動構造体は任意で開口することを特徴とする、実施形態１、実
施形態２、または実施形態４の紙製ペーパークリップ。
【００９０】
　（６）綴じなければならない紙束が挿入された後、補助構造体は前面では見えるので、
使用者が直観で正確な方向に補助構造体を折って、保持するために補助構造体を「閉鎖コ
ーナーデバイス」に取り付けるおよび／または紙束の一部に取り付けることにより、紙束
を綴じることを特徴とする、実施形態１、実施形態２、または実施形態３の紙製ペーパー
クリップ。
【００９１】
　（７）ペーパークリップは、補助構造体を「閉鎖コーナーデバイス」に取り付けるのに
使用される接着層を使用して重ねて接着され、ペーパークリップを損傷せずに、機能性を
維持した状態で包装されることを特徴とする、実施形態１、実施形態２、実施形態３、ま
たは実施形態４の紙製ペーパークリップ。
【００９２】
　（８）ペーパークリップは、紙以外の材料で製造することも可能であることを特徴とす
る、実施形態１、実施形態２、実施形態３、実施形態４、または実施形態５の紙製ペーパ
ークリップ。
【００９３】
　本発明は、綴じ品質に優れ、簡単に、直観的に、速く取り付けることができ、複数の機
能を提供し、サステイナブルな材料を使用し、安全に使用できる紙束を綴じる綴じ具に関
する。本発明は、単純な構造であるので、コストが安く、かつ速く製造することができ、
ビジネス市場において優れた綴じ具を提供することができ、取り付けスピード、優れた綴
じ品質、サステイナブルな外観、さらに複合的機能（紙を綴じる機能、クリップに印刷ロ
ゴを施した販促表現、マーキングできる機能）が既存の綴じ具に比べて付加価値を提供す
ることができる。小売市場においては、本発明はさらに、既存の綴じ具に対する優れた代
替形態を提供する。本発明の特定の実施形態は、コストが安く、サステイナブルで、機能
性に優れており、多数の用途の可能性を提供する。本発明の機能は、多数の基本原理に基
づいており、最も重要な機能は、視覚的にはっきりと区別された領域があることで直観的
に使用することができ、レバーアーム効果を使用することで、取り付けに必要な労力が最
小限に抑えられ、特定の実施形態では、接着層または保持手段を使用することで、取り付
けは、特に、ほんの少しの動作で済むので、本発明は、簡単で、直観的であり、適切に機
能する。
【００９４】
　本発明は、種々の適用分野で使用することができる。特に、オフィス環境で使用するこ
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とができるが、当然、全ての家庭でも使用することができる。
【００９５】
　本発明の本明細書で記載されている実施形態の種々の変形形態が可能である。これらの
実施形態は、請求項で定義される本発明の保護範囲内にある。
【００９６】
　当然、上述の実施形態は本発明を例示したものであって、本発明を制限するものではな
く、当業者は、添付の請求項の保護範囲から逸脱せずに多くの代替形態を考案することが
できるであろう。
【００９７】
　請求項は、括弧内の参照番号を使用しているが、請求項を制限するものと解釈すべきで
ない。用語「備える」とその用語の使用は、請求項に記載されている要素またはステップ
以外の存在を排除するものではない。要素の前に使用される単語「１つの」は、存在する
可能性のある複数の要素の可能性を排除するものではない。本発明は、綴じ具として提供
することができるが、中間製品として提供することも可能である。装置クレームでは、複
数の手段が同一のハードウェアで実行される種々の手段が挙げられている。全ての従属ク
レームは、明記されない限り、または明らかに不可能でない限り、組み合わせ可能である
。図面内では、同一または対応する特性または要素は、同じ参照番号で示されている。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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